
発行：地域人権教育ネットワーク研究会（事務局：長野県教育委員会事務局中信教育事務所生涯学習課） 

市町村の連携・協働を目指すネットワーク研究会へ 
 

①地域人権教育ネットワーク研究会の現地研修について 

 人権を尊重する社会を築いていくために中信

地区市町村と連携を図りながら、さまざまな人

権課題に関わる現地研修を行っています。今年

度は「災害と人権」がテーマでした。 

 研修場所は御嶽山ビジターセンター「さとテラ

ス三岳」です。２０１４年９月２７日に起きた御嶽

山噴火災害は死者５８名、行方不明者５名を出

した戦後最悪の火山災害になりました。御嶽山

ビジターセンターはこの噴火災害を記憶として

残しながら後世に伝える拠点施設として２０２２

年８月に開館しました。この施設には山岳信仰

の対象として多くの修験者が登山をしてきたことを伝える歴史展示がある一方で、災害のすさまじさを物

語る破壊された噴石跡や登山者の遺留品の展示、被災者や救助者の証言などを収録した映像資料など

があります。研修会当日は、御嶽山火山マイスターの方の案内で、展示物を見学しました。 

 引き続き行われた講演では「御嶽山噴火～自衛隊の

災害派遣～」という演題で、災害救助にあたられた元

自衛隊の方に実際の様子をお話しいただきました。二

次災害の可能性があり、予断を許さない過酷な条件

の中で行われた人命救助のリアルな様子をお聞きし、

改めて人の命の重さを感じるとともに人命を救う任務

の尊さを感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 ※中信地区で人権教育に関わる学びを深められそうな研修場所がありましたら、情報をお寄せください 

＜参加者の方の感想＞ 
・情報が不足する中でどのように行動するか、日頃の備え、訓練が重要（消防、警察との連携、共 
同訓練が行われていたことを初めて知りました）。強い使命感だけではなくて、根本に人を大切に 
する思いがある。人命救助に対する姿勢は本当に頭が下がりました。 
・隊員同士で探索のストレス性ショックによる体調不良を防止するために不安、悲しみを言葉にし 
て共感し合う取組を初めて知りました。お話の中にあった「信頼関係を構築する」「教育と訓練」 
「隊員を育てた親の姿を想像する」「部下の人格を否定しない」など、自分を振り返る機会となり 
ました。 



②安曇野市堀金地域人権啓発推進活動について 

 第２回担当者会議（ネットワーク研究会③）では、安曇野市堀金地域の取組について、社会教育指導員 

の内田伸二さんに発表していただきました。内田さんは社会人権教育の担当者になられて５年目です。 

堀金地域は平成17年に近隣町村と合併をして安曇野

市になりました。合併した５町村にはそれぞれ社会教育指

導員が配置され、地域に根差した人権啓発の取組が展開

されています。以下は堀金地域の取組です。 

 

 

 

 

 

 ②の年４回の学習会では、内田指導員さん自らが講師を務め、さまざまな人権課題について学ぶ機会

を設けています。担当者になって５年間のキャリアの中で主体的に学んでこられたことが意欲につながっ

ていることを感じます。また③の学社連携の取組として、内田さんは認定こども園・堀金小学校・堀金中

学校の１２年間の人権教育全体計画を作成されました。人権教育に一貫性と連続性をもたせた参考にな

る事例です。年に１回、社会教育に携わる方々が各学校の様子を参観する機会があります。 

 ⑤の人権学習コーナーでは、公民館のスペースを活

用して、内田さんが毎月展示物を作成しています。地道

な取組ですが、たくさんの研修会に参加されてきたこと

を活かして、充実した展示コーナーになるように努めら

れています（この取組は市民タイムスにも取り上げられました）。 

 内田さんは「まずは知ることが大事」と話します。さま

ざまな研修会に参加して人権課題を正しく知り、実践

につなげる姿に学ばせていただきました。 
 

 

 

 

 

 
 

 

《お知らせ》 
市町村で主催する「人権講演会」や「人権学習会」などの中信地区全体への周知について、中信教

育事務所を活用いただければと思います。広くネットワークを形成し、近隣市町村との繋がりを作る

良い機会となりますので、中信管内の市町村へ周知したい取組や研修会などがございましたら、お

声がけください。事務局として管内やブロック等にイベント情報を周知するお手伝いをします。 

人権教育講師として出向きます！ 
職場や公民館、学校職員や PTA の人権研修会など。 

期日、時間、内容など、できる限りご要望にお応えします。 

 

 

 

 

 
・身近な人権問題・個別の人権問題 

・同和問題・部落史・子どもの人権について 

・参加体験型ワークショップ etc. 

謝礼・交通費 
一切不要！ 

電話でもメールでも 
構いません。 

お気軽にお問合せください。 

①人権教育推進協議会の開催（年２回） 

②人権教育啓発学習会の開催（年４回） 

③学社連携の授業参観（年１回） 

④地区・分館の人権学習会の実施と「人権だより」発行 

⑤人権学習コーナーの展示 


